
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２２年５月１日（土） １６時３０分ごろ～１８時２０分ごろ

の間） 

発生場所 愛知県豊川市御幸浜西側護岸沖 愛知県蒲郡市三河港ラグナマリーナ海陽

西防波堤灯台から真方位０９３°３,０００ｍ付近 

（概位 北緯３４°４８.２′ 東経１３７°１８.０′） 

事故調査の経過  平成２２年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

モーターボート 山
やま

修
しゅう

丸、５トン未満 

 ２４０－２１９９１愛知、個人所有 

 ６.１７ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、５１kＷ、昭和６３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和４９年７月２６日 

  免許証交付日 平成２０年５月１２日 

         （平成２６年３月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船底部亀裂 

 事故の経過 本船は、船長１人が乗り組み、平成２２年５月１日１６時３０分～１７

時００分ごろ、刺し網を設置する目的で、愛知県豊橋市佐奈川河口付近の

係留地を出航した。 

 

本船は御幸浜西側護岸沖で転覆した状態で浮いているところを、また、

船長は付近の海面でうつ伏せの状態で浮いているところをそれぞれ通行人

によって発見され、１８時２０分ごろ警察に通報された。 

船長の死因は、頭部を強打したことによる外傷性脳出血と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波高 約３０cm、海面水温 約１５℃、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 船長は、本事故当時、体調不良を訴えていなかった。 

船長が刺し網を設置していたと思われる場所は、三河湾の奥で潮の流れ

があまりなく、船長及び本船が発見された場所の約１８０ｍ沖であった。 

船長は、発見されたとき、救命胴衣を着用しておらず、右胸部、両手、

右足及び下腿に打撲痕が認められた。 

医師は、転落ないしは転倒により頭部を強打したものと推察されるが、
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 確定ではないと検案書に付記している。 

御幸浜西側護岸の底部付近には、海苔などが付いた捨て石があった。 

本船は、発見されたとき、船底に縦方向の亀裂及び擦過傷があり、プロ

ペラに刺し網の一部が巻き付いていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

死因は、外傷性脳出血であった。 

本事故の発生場所は、本船のプロペラに刺し網

の一部が巻き付いていたこと、船長と本船がほぼ

同じ場所で発見されたこと、及び船長が刺し網を

設置していたと思われる場所は三河湾の奥で潮の

流れがあまりないことから、御幸浜西側護岸沖で

あったものと考えられる。 

本船は、１６時３０分ごろに佐奈川河口付近の

係留地を出航し、その後、船長が転覆した本船付

近の海面でうつ伏せ状態で浮いているところを発

見され、１８時２０分ごろに通報されていること

から、この間において、船長が頭部を強打したこ

とにより外傷性脳出血を発症したものと考えられ

るが、右半身及び両手の打撲痕並びに船底の損傷

及び本船の転覆との関係が不明であり、発症に至

る状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が御幸浜西側護岸沖に到着したのち、船長が外傷性脳出

血を発症したことにより発生したものと考えられる。 

 




